
　皆さんに納めていただいた市税は、市民生活を豊かにするために市が行う福祉サービスの提供、

ごみ対策や保健衛生の充実、道路・河川・公園などの整備、消防・防災対策、教育・文化・スポーツの

振興、農業や商工業の振興など、さまざまな事業や施策に要する費用に充てられています。

　この税特集号は、このような貴重な財源としての市税のあらましについてまとめたものです。

　市では、市民生活に欠かせないさまざまな事業を行っています。これらを行う上で必要な財源の

うち、市税は歳入予算の約46％を占める最も貴重なものです。そこで、市税がどのような仕事に

使われているかを図に表してみました。

皆さんに てい い が サ の提提提提ビスのビスのスの皆さ皆 福祉サ福福祉祉サ福う福行ういためていて が行行 サービサービーーんんん いただだいただいた市税は、市民生活を豊かにするために市が行う福が納納に納納め

　　　　　　　　　　いきています
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総務費総務費914円（970円）914円（970円）

広報・選挙・税務等の仕事、
市役所・支所等の管理運営に
広報・選挙・税務等の仕事、
市役所・支所等の管理運営に

民生費民生費

3,619円（3,464円）3,619円（3,464円）

高齢者や障がい者の福祉、
保育所の管理、生活保護等に
高齢者や障がい者の福祉、
保育所の管理、生活保護等に

学校・幼稚園・公民館・
図書館等の教育文化に
学校・幼稚園・公民館・
図書館等の教育文化に

教育費教育費教育費

1,238円（1,292円）1,238円（1,292円）1,238円（1,292円）1,238円（1,292円）

公債費公債費公債費

992円（972円）992円（972円）992円（972円）

市債の返済に市債の返済に

農林水産業費・商工費他農林水産業費・商工費他

市税1万円の
使いみち

税金は
いろいろなことに

使われているんだね！

243円（238円）243円（238円）
農業・中小企業の
振興等に
農業・中小企業の
振興等に

主な内容

衛生費衛生費

1,433円（1,313円）1,433円（1,313円）

ごみ・し尿の処理、
公害防止、予防接種等保健衛生に
ごみ・し尿の処理、
公害防止、予防接種等保健衛生に

※平成29年度一般会計予算（9月補正後）の各費目に対する税等の一般財源の割合による配分です。かっこ内の数字は前年度同期のものです。※平成29年度一般会計予算（9月補正後）の各費目に対する税等の一般財源の割合による配分です。かっこ内の数字は前年度同期のものです。

消防費 593円（607円）

消防・救急活動・
防災等に

消防費 593円（607円）

消防・救急活動・
防災等に

投
票
箱

土木費土木費
968円（1,144円）968円（1,144円）
道路・公園等の
都市整備に
道路・公園等の
都市整備に
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平成３０年度 市民税・県民税 の
市民税・県民税とは市民税・県民税とは

　市民税・県民税は一般的に「住民税」と呼ばれるも

のです。

　平成30年1月1日にお住まいの自治体に、平成30

年度住民税を納税します。 

　金額は前年の1月から12月までの所得や生活状況に

基づいて計算されます。納められた税金は、市民の皆さ

んの安心安全な生活のために、さまざまな事業に使わ

れます。

市民税・県民税の申告について市民税・県民税の申告について

申告とは

　前年の1月から12月までの所得と控除（家族の扶養の

有無、医療費控除など）を自治体や税務署に書類として提

出することです。

　申告は全員が必要というわけではありません。右記の

フローチャートで必要かどうか確認してみてください。

郵送による市民税・県民税の申告受付

　申告書に氏名・住所・連絡先等を記入して、押印の上、左記の「申告に必要なもの」

を同封して「〒271－8588　松戸市役所市民税課」までお送りください。控えが

必要な場合は、切手を貼り、住所・氏名を記入した返信用封筒を同封してください。

　なお、確定申告書の提出先は3ページの「松戸税務署からのお知らせ」をご覧く

ださい。

申告に必要なもの
 ● 市民税・県民税申告書（※）
 ● 給与所得の源泉徴収票　　　
 ● 公的年金等の源泉徴収票      
 ● 個人番号が分かるものと本人確認書類（郵送による

  申告書提出の場合はコピーをご用意ください）
 ● 国民健康保険や国民年金等社会保険料の控除証明書
 ● 生命保険料、地震保険料、長期損害保険料の払込証明書
 ● その他、控除資料（医療費の明細書等、障害者手帳など）
 ● 認め印
 ● 銀行などの口座番号（所得税還付の場合）

※市民税・県民税申告書は2月上旬ごろに、前年に市民税・県民

税の申告をされた人や退職された人、お引っ越しされてきた

人にお送りしています。また、市民税課や各支所、申告会場に

も備えてあります。

申告期間  ２月1６日㈮～３月１５日㈭　受付時間 ９時～１１時３０分／１３時～１６時 （提出のみの場合は17時まで）

各会場での受付日は下表のとおりです（○印が受付日）。　各会場とも駐車場の数が限られていますので、ご来場の際は公共交通機関等をご利用ください。

注意
● 矢切支所・東部支所にはエレベーターが設置されておりません　● 馬橋支所は会場の都合により受け付けを行っておりません

● 市役所本館２階大会議室では市民税・県民税の申告の受け付けのみ行い、所得税の確定申告の作成は行いません　● 土・日曜の受け付けは行っていません

市役所本館2階大会議室

新松戸市民センター３階

小金原市民センター2階

六実市民センター2階

矢切支所2階

常盤平市民センター1階

小金保健福祉センター3階

東部支所2階

会場

期日

2月

16
㈮

19
㈪

20
㈫

21
㈬

22
㈭

23
㈮

26
㈪

27
㈫

28
㈬

1
㈭

2
㈮

5
㈪

6
㈫

7
㈬

8
㈭

9
㈮

12
㈪

13
㈫

14
㈬

15
㈭

○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○

○○○○○○○○○

○○○○○○○○○

3月

申告会場は大変混み合いますので、

郵送による申告をぜひご利用ください ！

はい

はい

はいいいえ

いいえ

平成３０年１月１日現在

はい いいえ

いいえ

はい

松戸市在住の親族に

扶養されていますか？

いいえ

市民税・県民税の申告が必要な場合

平成３０年１月１日現在

の住所地で手続きをしてください。

申告の必要は

ありません。

次の①～③のいずれかに該当しますか？

① ２カ所以上から給与をもらっている。

② 給与収入以外に２０万円以上の所得がある。

③ 公的年金等の収入が４００万円を超える。

　 または、公的年金等以外に２０万円以上の所得がある。

※医療費控除など、源泉徴収

票に記載される控除以外の

控除を適用する場合は、申告

が必要です。

※詳細は３ページの「松戸税務署か

らのお知らせ」をご覧ください。

※所得税の確定申告をした人は、

市民税・県民税の申告書の提出

は不要です。

市民税・県民税の申告が

必要です。申告書を郵送

していただくか、申告会場

にお越しください。

所得税の確定申告が

必要な可能性があります。

詳細は税務署にお問い合わ

せください。

の住所は松戸市ですか？

収入が給与または公的年金のみで、支払者から

松戸市へ支払報告書が提出されていますか？

※ 不明な場合は支払者へ確認をしてください。

スタート

平成２９年中
（１月１日から１２月３１日）に

収入がありましたか？

あなたは申告が必要？ 確認してみましょう！

○○○○○○○○○

○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○
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税 の申告について 問 市民税課（個人市民税） ☎ 366 ー 7322
　 （法人市民税） ☎ 366 ー 7136
　 　  mcshiminzei@city.matsudo.chiba.jp

●所得税及び復興特別所得税・贈
与税の申告と納税は、３月15日㈭
まで
●個人事業者の消費税の申告と納
税は、４月２日㈪まで
●申告書の作成を税理士に依頼される
際は、にせ税理士にご注意ください。

●平成29年分の確定申告から、領
収書の提出が不要となり、代わり
に「医療費控除の明細書」の添付
が必要となりました。

●平成28年分の確定申告から、申
告書への個人番号の記載が必要
です。
　なお、申告書等の提出の都度、マ
イナンバーの記載と本人確認書
類の提示又は写しの添付が必要
です。

●所得税及び復興特別所得税・個
人消費税・贈与税の申告書等が、
国税庁ホームページ「確定申告書
等作成コーナー」を使えば、24時
間いつでも作成できます。申告書
等は印刷し、添付書類と一緒に郵
送等で提出してください。

※スマートフォンやタブレット端末で
も作成できます。
※「医療費控除の明細書」も作成で
きます。
●電子申告（e-Tax）の事前準備が
完了している方は、申告書等の
データをインターネットで送信す
ることもできます。詳しくは、e-Tax
ホームページでご確認ください。

●郵便または信書便で提出する人

は、封筒の裏面に、住所・氏名を記
入してください。また、申告書の控
えに受付印が必要な人は、控えも
ボールペンで記入し、切手を貼った
返信用封筒を同封してください。

●開設期間　２月14日㈬から３月
15日㈭まで

※土・日曜日を除きますが、２月18
日、25日の日曜日は開場します。
●相談時間　９時から17時まで（受
け付けは８時30分から開始しま
す。会場が混雑している場合には
受け付けを早めに締め切ること
がありますので、なるべく16時ま
でにお越しください。）
●会場は大変混雑しますので、ご自
宅で国税庁ホームページ等を利
用して申告書等を作成し、印刷し
て提出することをお勧めします。
●注意事項　税務署の駐車場に申
告書作成会場（プレハブ）を設置し
ていますので、駐車場が使用でき

ません。お車での来署はご遠慮く
ださい。

●納税は、便利な振替納税をご利用
ください。
○所得税の振替日…４月20日㈮
○消費税の振替日…４月25日㈬
　お申し込みは税務署または金融
機関へ。

申告書はご自分で作成し、
提出はお早めに

国税庁ホームページで
申告書等を作成できます

申告書・届出書等は「信書」に
該当しますので、郵便または
信書便で送付してください

平成29年分の申告書作成
会場は、松戸税務署です

納税は便利な振替納税で

問 松戸税務署
　  ☎363ー１１７１(代表) 
    〒２７１ー８５３３
    松戸市小根本５３の３

医療費控除について

マイナンバー制度について

平成30年度市民税・県民税にかかる税制改正平成30年度市民税・県民税にかかる税制改正

法人市民税法人市民税

松戸税務署からのお知らせ松戸税務署からのお知らせ

上場株式等についての所得の申告・課税方式のお知らせ上場株式等についての所得の申告・課税方式のお知らせ

　市内に事務所等を有する法

人が納税義務者です。資本金等

の額および従業者数により区

分される均等割と、資本金また

は出資金の額および法人税額

（国税）により区分される法人

税割からなります。

　給与所得は、給与収入額から、一定の計算に基づいて算出された給与所得控除額を差し引いて計

算します。平成29年分からは、上限額が適用される給与収入額が1,000万円（給与所得控除の上限

額が220万円）に引き下げられました。

　住民税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得・配当所得・利子所得について、市民税・県民税の

申告において所得税の確定申告と異なる課税方式を選択することが可能になりました。

　所得税と異なる課税方式（申告不要・総合課税・分離課税）を選択するためには、納税通知書が送達さ

れる日までに市民税・県民税の申告を行う必要がありますので、ご注意ください。

　詳細は、国税庁ホームページや松戸市ホームページをご覧ください。

給与所得控除の見直し

　適切な健康管理の下で、医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進や疾病の予防へ

の一定の取り組みを行っている個人が、本人または本人と生計を一にする配偶者や親族に係る「ス

イッチOTC医薬品」の購入費用が、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの１年間で12,000

円を超えるときは、その超える部分の金額を所得控除（上限88,000円）できる特例が創設されました。

セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）

＜従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の違い＞

従来の医療費控除

セルフメディケーション税制

200万円

88,000円

「10万円」か「総所得金額等の合計額の5％」のどちらか少ない方の額

12,000円

下限額（この金額を超えた部分を控除額に適用できます） 上限額

注意

● 従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の両方を適用することはできません（どちらか一方の適用を申告者が選択）。

● セルフメディケーション税制の適用を受けるためには特定一般用医薬品等購入費の額など記載のある明細書を申告書に添付

し、かつ、一定の取り組みを行ったことを証明する書類を添付または提示する必要があります。

���
パート収入ですが、いくらを超えると
課税されますか？また扶養に入れる判

定金額はいくらですか？

�

住民税の支払い方法について教えてく
ださい。�

均等割の税率

法人税割の税率

50人以下

5万円

50人超

12万円

資本金等の額※ 1千万円以下

50人以下

13万円

50人超

15万円

1千万円超～1億円以下

50人以下

16万円

50人超

40万円

1億円超～10億円以下

50人以下

41万円

50人超

175万円

10億円超～50億円以下

50人以下

41万円

50人超

300万円

50億円超

市内の従業者数

均等割額（年額）

法人の区分

※平成27年4月1日以後に開始する事業年度分からは「資本金等の額」または「資本金と資本準備金の合算額」です。

法人の区分

上記以外の法人

資本金または出資金の額が１億円以下で、かつ分割前の
課税標準となる法人税額が年500万円以下の法人

平成26年9月30日以前に
開始する事業年度

平成26年10月1日以後に
開始する事業年度

9.7%12.3%

12.1%14.7%

法人市民税とは

給与収入が100万円を超えると課税さ
れます（所得金額が35万円超）。扶養の

範囲は給与収入で103万円（所得金額38万
円）以下なら、配偶者控除・扶養控除を受け
ることができます。また、扶養者の所得金額
が1,000万円以下で配偶者の給与収入が
103万円超から141万円未満であれば、配
偶者特別控除を受けることができます。

�

支払方法は①給与特別徴収（給与から
の天引き）、②年金特別徴収（年金収入

からの天引き）、③普通徴収（納付書や口座
振替での支払い）の３つです。給与収入があ
る人については①、65才以上で年金収入の
ある人については②、その他の収入がある
人については③での支払いになります。詳
細は松戸市ホームページをご覧ください。
※上記に当てはまらない場合もあります。

�
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★平成３１年度（平成30年分）から配偶者控除および配偶者特別控除の適用範囲が変更になります。



固定資産税・
固定資産税・都市計画税とは固定資産税・都市計画税とは

固定資産税（税率1.4％）

　　　　　　　　　　　 

都市計画税（税率0.23％） 

 … 毎年1月1日に固定資産（土地・家屋・償却資産）の所有者が、固定資産の所在する市町村に納める税金です。   

　  行政サービスを提供する市町村の財政を支える税目です。

 … 土地・家屋の所有者が固定資産税と共に納める税金です。都市計画事業や区画整理事業のための費用に

　  充てられます。

土地に対する課税土地に対する課税

税額算定の流れ税額算定の流れ

住宅用地の特例

　住宅が建っている宅地については、住宅用地の特例という

減額措置があります。

　この特例は住宅1戸につき、200㎡まで固定資産税課税標

準額が評価額の6分の1に、都市計画税課税標準額が評価額の

3分の1になります。そのため、住宅が建っている土地と建っ

ていない土地とでは税額に差が生じます。

   土地は、毎年1月1日の利用状況に基づいて地目を認定しま

す。地目によって計算方法が異なりますので、土地の利用状況

を変えると税額が変わる場合があります。

固
定
資
産
税

都
市
計
画
税

税額

課税
標準額

課税
標準額

税額

合計の税額（年間）

住宅が1戸建っている場合 駐車場の場合

     (評価額)
　3,000万円×6分の1
= 500万円

     (評価額)
　3,000万円×10分の7
= 2,100万円

     (評価額)
　3,000万円×10分の7
= 2,100万円

(課税標準額) (税率)
　500万円 ×1.4%
= 7万円・・・①

  (課税標準額)   (税率)
　1,000万円 ×0.23%
= 2万3,000円・・・②

  （課税標準額）  (税率)
　2,100万円 ×0.23%
= 4万8,300円・・・④

  (課税標準額)  (税率)
　2,100万円 ×1.4%
= 29万4,000円・・・③

     (評価額)　
　3,000万円×3分の1
= 1,000万円

① + ② = 9万3,000円 ③ + ④ = 34万2,300円

固
定
資
産
税

都
市
計
画
税

税額

税額

合計の税額（年間）

評価額（3,000万円）が同じでも利用状況が異なる土地（200㎡）の例

既存家屋の課税について次のような減額措置があります。

田 畑 宅地

建築中の宅地 駐車場（雑種地）

利用状況（地目）

家屋に対する課税家屋に対する課税

新築住宅の軽減

　新築後3年間（地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年間）は、120㎡分

まで固定資産税額の2分の1が減額されます。

　例えば、木造2階建てで床面積100㎡の新築の居宅（評価額および課税標準

額800万円）を購入した場合は、税額は下記のようになります。

(課税標準額) (税率)

　800万円 ×1.4%

= 11万2,000円

(課税標準額)  (税率)

　800万円 ×0.23%

= 1万8,400円

　　     (税額)

　 1万8,400円・・・② 

(都市計画税には新築の
 軽減措置はありません。)

　　　(税額)     (新築軽減率)

　11万2,000円 ×2分の1

＝5万6,000円・・・① 

① + ② = 7万4,400円

減額期間については下記のとおりです。

※1実際の売買価格とは異なります。　※2課税標準額は、原則として評価額と同一です。ただし、特例等がある場合には、評価額と異なる場合があります。　※3松戸市内に同一人が所有する

課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は課税されません。・・・〔土地：30万円、家屋：20万円、償却資産：150万円〕

 耐震改修

減額対象住宅 昭和57年1月1日以前に建築され、平成

30年3月31日までに改修を行った住宅

減額割合 翌年度分の家屋に対する固定資産税額の2分

の1を減額（1戸当たり120㎡分まで）

 バリアフリー改修

減額対象住宅 新築された日から10年以上経過した50

㎡以上の住宅のうち、平成30年3月31日までに改修し、

65歳以上の人・要介護等の認定を受けている人・障がい

者のいずれかが居住している住宅（貸家住宅を除く）

減額割合 翌年度分の家屋に対する固定資産税額の3分

の1を減額（1戸当たり100㎡分まで）

 省エネ改修

減額対象住宅 平成20年1月1日までに建築され、平成

30年3月31日までに改修を行った50㎡以上の住宅（貸

家住宅を除く）

減額割合 翌年度分の家屋に対する固定資産税額の3分

の1を減額（1戸当たり120㎡分まで）

総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づ

いて固定資産の評価額（＝価格※1）を決定し、

その価格を基に課税標準額（※2、※3）を算定
課税標準額×税率＝税額

税額等を記載した納税通知書

を毎年４月上旬に送付

※工事費用や工事内容については一定の要件があります。

区分

耐火建築物

準耐火建築物

その他の建築物 ３年間

5年間

３年間
（地上３階建以上は５年間）

５年間
（地上３階建以上は７年間）

認定長期優良住宅
（準耐火・耐火建築物）

認定長期優良住宅
（その他の建築物）

面積要件 減額期間

50㎡（貸家共同
住宅の一戸当た
り の 面 積 は 4 0
㎡）以上280㎡以
下

税特集号4
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納税義務者の相続について納税義務者の相続について

・都市計画税

　固定資産税は、「適正な時価」を課税標準として課

税します。したがって、本来であれば毎年度評価の見

直しを行うことが理想的ですが、膨大な量の土地、家

屋について毎年度評価を見直すことは事務的に事実

上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴

税コストを最小に抑える必要もあることから、3年に

一度価格を見直すことになっています。これを「評価

替え」といい、評価替えの年度を「基準年度」といいま

す。平成30年度は基準年度に当たり、新しい評価額

が決定され、原則として3年間据え置かれます。

　償却資産とは、土地・家屋以外のもので、法人・個人事業者を問わ

ず、その事業のために用いることのできる資産（構築物、機械装置、器

具、備品など）をいいます。

　償却資産の評価は、国が定めた「固定資産評価基準」に基づき、資

産の取得価額および耐用年数に応ずる減価率を基準として評価し

ます。

　市内に事業用の償却資産（貸し付けているものを含む）を所有して

いる人は、毎年1月1日現在の資産所有状況をその年の1月31日まで

に申告する必要があります。

※共同住宅や社宅等を所有している場合、償却資産の申告が必要な

資産は右図のとおりです。エレベーターが設置してある建物は、その

動力設備としての変電設備も申告の対象となります。

●全部事項証明書の取得

●売買や相続による所有権移転手続きなど

　納税者が自己所有の土地・家屋

と、市内の他の土地・家屋の評価額

を比較することができる制度です。

　固定資産の所有者が1月1日現在

に死亡している場合は、相続人の中

から代表者を申し出ていただき、納

税していただきます。

　市に死亡届を提出された人に納

税義務者等に関する回答書を送付

していますので、回答をお願いし

ます。

　未登記家屋を所有している場合

は、所有者変更の手続きが必要とな

ります。詳細は固定資産税課にお問

い合わせください。市ホームページ

「未登記家屋の所有者変更につい

て」にも詳細を掲載しています。

償却資産に対する課税償却資産に対する課税

縦覧制度について縦覧制度について評価替えとは評価替えとは

固定資産の利用状況が変わったときは連絡をお願いします固定資産の利用状況が変わったときは連絡をお願いします

○縦覧期間

　4月2日㈪～5月1日㈫

　（土・日曜・休日を除く）

　各8時30分～17時

○縦覧場所

　固定資産税課（新館2階）

賃貸（共同）住宅の場合

償却資産として申告が

必要な資産 太陽光発電設備
※屋根材として使用している場合を除く

外灯

　納税通知書につづられている変更事項等連絡用はがきを返送

していただくか、固定資産税課までご連絡ください。

◆土地・・・現況及び利用状況に変更があった場合など

◆家屋・・・新築、増築、改築等があった場合など

　なお、固定資産の評価・課税を適正に行うため、地方税法の規定

に基づき、実地調査に伺う場合がありますので予めご了承くださ

い。（調査の際には、固定資産評価補助員証を携帯しています。）

登記の相談について登記の相談について

問 千葉地方法務局松戸支局

　 松戸市岩瀬473番地18　　☎363ー6278

東京→

金町→←北松戸

←柏

←上本郷

新
京
成
線

国道6号

松戸中央公園

千葉地方

裁判所
松戸支部

相模台

小学校

千葉地方

法務局
松戸支局

東口

松戸駅

イトーヨーカドー

フェンス

固定資産調査に

ご理解とご協力を

お願いします。

ルームエアコン一式

門扉

駐車場

舗装路面

植栽

駐輪場

���

私は、平成29年12月に自己所有の家屋

を売却し、平成30年2月には所有権移転

登記を済ませました。平成30年度の固定資産

税は誰に課税されますか。

�

松戸市に固定資産税の納税義務があり

ますが、これから海外に転出します。何

か手続きは必要ですか。

�

平成30年度の固定資産税は、平成30年1

月1日時点で登記簿に所有者として登記

されている人である、あなたに全額が課税され

ます。

�

住宅を取り壊したらその敷地の税額が

急に高くなりました。なぜですか。�

納税管理人を定めていただきます。手続

きが必要になりますので、詳細は固定資

産税課にお問い合わせください。市ホームペー

ジ「納税管理人について」にも詳細を掲載して

います。

�

住宅の敷地には「住宅用地の特例」が適用

されており、税負担が軽減されています。

住宅を取り壊すと、家屋にかかる税金はなくな

りますが、住宅用地の特例がなくなるため、土

地の税額は高くなります。

�

5階出入り口

2階出入り口

問 固定資産税課　☎ 366ー7323
　 　  mckoteishisan@city.matsudo.chiba.jp

JR 常磐線

5税特集号
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軽自動車税
名義変更・廃車等の手続きはお早めに

軽自動車税とは軽自動車税とは

納税通知書の発送

　平成30年度納税通知書は5月

11日㈮に発送予定です。納税通

知書が届かない人は、税制課に

お問い合わせください。

納税の方法

　5月31日㈭までに納付書（兼

納税通知書）で納めてください。

減免について

　体の不自由な人などは、申請

により税の減免を受けられる場

合があります。詳細は税制課にお

問い合わせください。

毎年4月1日時点で、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動

車・二輪の小型自動車を所有している登録名義人に納めていただ

く税です。

平成 30 年度の税率について平成 30 年度の税率について

登録・名義変更・廃車手続きについて登録・名義変更・廃車手続きについて

原動機付自転車および二輪車等

※新規検査(新車登録)の年月は、自動車検査証（車検証）の「初度検査

年月」に記載されています。

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証（車検証）の備考欄に記載され

ています。

四輪（総排気量６６０cc以下）および三輪の軽自動車

軽課の対象車両

(1) 旧税率

　  対象車両：平成27年3月31日以前に新規検査（新車登録）済みの車両

(２) 標準税率

　  対象車両：平成27年４月１日以降に新規検査（新車登録）をした車両

(３) 重課

　  対象車両：新規検査（新車登録）から13年を経過した車両

　  「初度検査年月」が平成17年3月31日以前の車両は、グリーン化を

進める観点から、経年車重課が適用されます。

(4) 軽課（グリーン化特例）

　  適用期間：平成29年4月1日～平成31年3月31日

　  対象車両：下表参照

　  適用期間中に新規検査（新車登録）をした軽自動車について、その

燃費性能に応じて、取得の翌年度分のみ適用されます。

　  ※取得の翌々年度からは、(２)標準税率となります。

車種区分

50cc 以下

50cc 超 90cc 以下

90cc 超 125cc 以下

125cc 超 250cc 以下

250cc 超

ミニカー（50cc以下）

農耕作業用

その他（フォークリフト等）

2,000円

2,000円

2,400円

3,600円

6,000円

3,700円

2,400円

5,900円

原動機付自転車

小型特殊自動車

軽二輪車

小型二輪自動車

税率（年額）

車種区分

三輪

自家用 7,200円 10,800円 12,900円

5,500円 6,900円 8,200円

4,000円 5,000円 6,000円

3,000円 3,800円 4,500円

3,100円 3,900円 4,600円

営業用

自家用

営業用

（1）
旧税率

（2）
標準税率

（3）
重課

8,100円 5,400円 2,700円

5,200円 3,500円 1,800円

3,800円 2,500円 1,300円

2,900円 1,900円 1,000円

3,000円 2,000円 1,000円

（ア） （イ） （ウ）

（4）軽課（グリーン化特例）

乗
用

貨
物
用

四
輪

平成32年度燃費基準＋10％達成車

税率

（ア）概ね25%軽減

平成32年度燃費基準＋30％達成車

平成27年度燃費基準＋15％達成車

平成27年度燃費基準＋35％達成車

電気自動車および天然ガス自動車

（イ）概ね50%軽減

（ウ）概ね75%軽減

軽乗用車 軽貨物車

野田・習志野ナンバー（125ccを超える二輪車・三輪・四輪の軽自動車）

※手続きに来る人の本人確認できるもの（7ページ下段）が必要です。

※譲渡証明書には、旧所有者の押印が必要です。

※ナンバープレート（標識）をき損、紛失した場合には、弁償金（200円）が

必要です。

※バイクの盗難に遭った場合

　警察署で盗難届の手続き後、税制課または各支所で廃車手続きをして

ください。廃車手続きの際は、届けた警察署名・届出日・受理番号・被害

年月日が必要となります。

　手続きがされていないと、平成30年度以降も課税の対象になります。

手続きをしなかったため、「納税通知書が送付された」「届かなかった」など

のお問い合わせが多くなっています。

　このようなことを防止するためにも、できるだけ本人が直接手続きをし

てください。第三者に依頼した場合は、手続きが完了しているか確認する

ようお願いします。

　手続きに必要なものと場所は以下のとおりです。

松戸市ナンバー（原動機付自転車・小型特殊自動車）

区分

購入

廃車済

税制課
（新館2階）
☎366ー7321
または各支所

廃車済

未廃車

ナンバープレート（標識）付

未廃車

ナンバープレート（標識）付

・販売証明書
・登録者の認め印

・廃車申告受付書
・登録者の認め印

・廃車申告受付書
・譲渡証明書
・新しい登録者の認め印

・ナンバープレート（標識）
・標識交付証明書
・譲渡証明書
・新しい登録者の認め印

・ナンバープレート（標識）
・標識交付証明書
・登録者の認め印

・市外のナンバープレート（標識）
・標識交付証明書
・登録者の認め印

廃車（松戸市ナンバー）

手続きに必要なもの手続き内容 手続きする場所

名
義
変
更

譲
り
受
け

登
録

市
外
か
ら

転
入

���
松戸市に引っ越して
きました。原付の手

続きはどうすればいいで
すか。

�

所有者（使用者）が亡くなりま
した。何か必要な手続きはあ

りますか。

�

引っ越しをしました。納税通
知書が届きません。�

住民票の異動に合わせて納税通知書を送
付していますが、異動の時期によっては

以前の住所に送付してしまうことがありま
す。納税通知書が届かない場合は、税制課にお
問い合わせください。

�

所有者（使用者）が亡くなられた場合
は、引き続き車両を使用するのであれば

名義変更手続き、車両を使用しないのであれ
ば廃車手続きが必要となります。

�

ナンバープレートを
切り替える必要があ

ります。現在のナンバープ
レート・標識交付証明書・
認め印・本人確認書類を持
参の上、税制課または各支
所にお越しください。ただ
し、今後その原付を使用し
ない場合には、ナンバープ
レートの交付を受けた自
治体で廃車手続きをして
ください。

�

二輪車（125cc超）

野田・習志野ナンバーの手続きにつきましては、下記にお問い合わせください。

千葉運輸支局　野田自動車検査登録事務所
☎050ー5540ー2023

軽自動車検査協会　千葉事務所野田支所
☎050ー3816ー3117

三輪・四輪の
軽自動車

松戸市

あ 0000あ 0000松戸市

あ 0000

野田5
80

あ00-00
野

あ00-00野田
の

00-00

手続きは3月30日(金)までに手続きは3月30日(金)までに

問 税制課　☎ 366 ー 7321
　 　  mczeisei@city.matsudo.chiba.jp
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ご協力を

コンビニで納付する場合

● バーコードが印刷された納付書で納付できます。

● 納期限が過ぎてしまった納付書は取扱いできません。

● 収納事故防止のため「領収証書」と一緒に「レシート」も必ずお受け取り　  

　 ください。

ペイジーで納付する場合

● 右記のペイジーマークの印刷された納付書で、ATM　 

　 またはインターネット（モバイル）バンキングを利用して　 

　 納付できます。詳細は収納課までお問い合わせください。

注意事項

● 納付書は全期と期別のどちらかを使用し、二重納付しないようご注意くだ

　 さい。

● 期別の納付書を使用する際は、納期をご確認ください。例えば、2期を納付す

　 る際、誤って4期の納付書を使用した場合、振り替えや還付はしていません。

　 2期の納付書で松戸市役所・支所もしくはお近くの銀行で納付してください。

問 収納課 ☎ 366 ー 7325
　 　  mcshuunou@city.matsudo.chiba.jp

問 債権管理課 ☎ 704 ー 4004
　 　  mcsaiken@city.matsudo.chiba.jp

平成３０年度市税の納期限平成３０年度市税の納期限 コンビニ･ペイジーを利用した納付について

　市税は、納税者の皆さんに

納期内に納めていただくも

のです。

　納期限までに納めなかっ

た場合は市役所から督促状

を送付します。

　また、納期限の翌日から延

滞金が加算されますので、納

期内納付にご協力ください。

市民税・県民税（普通徴収分）

第 4 期 12月28日㈮

第 3 期 10月31日㈬

第 2 期 ８月３１日㈮

第 1 期 ７月  ２日㈪

期別 納期限

固定資産税・都市計画税
（償却資産を含む）

第 4 期

第 3 期

第 2 期

第 1 期

期別 納期限

5月 1日㈫

7月31日㈫

11月30日㈮

平成31年1月31日㈭

便利な口座振替便利な口座振替

納税証明書の窓口での申請納税証明書の窓口での申請

納税相談を
実施しています

納税相談を
実施しています

手続き方法

① 口座振替依頼書をご準備ください。納税通知書に添付されている

ものか、市内の金融機関および郵便局に備え付けのものをご利用

ください。

② 口座情報等の必要事項を記入してください。

③ 期別振替か全納振替のどちらかを選択してください。全納振替の

場合は、第１期納期限の日に振り替えます。

④ 金融機関および郵便局の窓口に、預貯金通帳・印鑑（届け出印）・納

税通知書・口座振替依頼書を持参し、お申し込みください。（市役

所では申し込みできません。）

注意事項

● ゆうちょ銀行および郵便局をご利用の場合は、納税通知書に添付されてい

る口座振替依頼書は受け付けできませんので、備え付けの口座振替依頼

書をご利用ください。（市外にお住まいの人は収納課までご連絡ください）

● 各納期の２カ月前までにお申し込みください。

● 固定資産税は、土地・家屋の名義変更（共有持分の変更も含む）をした

場合、翌年度以降の継続はできません。再度申し込みが必要です。

● 軽自動車税は、１枚の口座振替依頼書で所有する全ての車両の納付が

口座振替になります。

● 預貯金の残高不足等により振替不能となった場合は、後日送付する督

促状で納付してください。

必要なもの

●本人確認書類

　（下記の「本人確認のお願い」をご覧ください）

●印鑑

●発行手数料　１税目１年度につき３００円

　（ただし継続検査用は無料）

●委任状（右記の注意事項をご覧ください）

発行できる場所

●収納課

●各支所

●行政サービスセンター（松戸駅構内）

注意事項

● 本人および同一世帯の親族以外が申請する場合は、本人が記入し、押印した委任状が

必要です（市外にお住まいの人は同一世帯でも委任状が必要です）。

● 委任状には、委任者および受任者の住所・氏名・押印（法人の場

合は代表者印）・日付・委任事項等の記載が必要です。

● 法人名義の納税証明書を申請する際は、委任状または会社の代

表者印を持参してください。なお、行政サービスセンターでは発

行できません。

● 法人市民税納税証明書は、市民税課でのみ発行しています。

● 市税に滞納がないことおよび市税の滞納処分を受けたことがな

いことの証明書は、収納課でのみ発行しています。

本人確認のお願い本人確認のお願い 夜間窓口の開設日夜間窓口の開設日

　各種税証明書等の申請の際、不正な申請を防止し、市民の皆

さんの個人情報を守るため、窓口で申請者の本人確認書類の提

示をお願いします。下記のＡから１点、お持ちでない場合は、Ｂか

ら2点またはＢとＣから1点ずつを持参してください。Ｃの2点提

示は不可です。

　税金は納期内に納めなければなり

ませんが、一定の要件を満たしてい

る場合には、原則として１年以内に限

り、納期延長や分割納付をすること

ができます。

※納税の公平を保つため、納期限を

過ぎても未納が続く滞納者には、

財産（不動産・給与・預金等）の差

し押えや公売などの強制処分を行

い、滞納している市税に充てます。

日時　

　２月２２日㈭、３月２２日㈭

　各１７時～２０時

場所

　市税の納付 収納課（新館２階）

　納税相談 債権管理課（本館２階）

　夜間窓口は毎月最終木曜に開

設しています（ただし、１２月と３月

は最終ではありません）。詳細は

収納課または債権管理課にお問

い合せください。

運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード（写真付）、マイナンバー

カード等【官公署発行の写真付きのもの】

各種健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳

カード（写真なし）等　【官公署発行の写真なしのもの】

社員証や学生証、診察券、クレジット等のカード類、通帳等

【本人の名前が確認できるもの】

A

B

C

※申請内容によっては、他に書類が必要な場合があります。詳細については、担当各課に
　お問い合わせください。マイナンバーの通知カードは本人確認書類ではありません。

ペイジーマーク

軽自動車税

期別 納期限

全 期 5月31日㈭
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中学生の「税についての作文」
　市では、次代を担う中学生の皆さんに、「税についての作文」の募集を行いました。

　これは、家庭で学んだ税に関すること、報道で知った税の話題などをテーマとした作文を書くことにより、中学生の皆さんに

税の正しい知識を持ってもらい、税に対する理解を深めてもらうことを目的として、租税教室の開催と併せて実施しています。

　今年度は、市内22校から3,699点の応募があり、厳正な審査の結果、市長賞をはじめ15点を選考し、賞状および記念品を贈呈しました。

　平成30年度も9月初旬に作品の募集を予定しています。市内中学生の皆さんのご応募をお待ちしています。

　

「
じ
ゃ
あ
、
優
は
一
人
で
生
き
て
い
け
る
？
」

　

「
税
金
っ
て
嫌
な
こ
と
ば
っ
か
り
だ
よ
ね
。
」

　

議
員
の
不
祥
事
を
告
げ
る
テ
レ
ビ
に
思
わ
ず
口
を
つ

い
て
出
た
私
の
言
葉
に
母
は
こ
う
答
え
た
。

　

母
だ
っ
て
税
金
の
無
駄
遣
い
に
は
よ
く
腹
を
立
て
て

い
る
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
そ
ん
な
風
に
言
う
の
か
首
を

か
し
げ
る
私
に
、
母
は
ど
う
し
て
税
金
が
必
要
な
の
か

を
説
明
し
て
く
れ
た
。

　

ま
ず
、
私
た
ち
学
生
に
と
っ
て
一
番
身
近
な
の
は
教

育
だ
。
例
え
ば
学
校
か
ら
配
付
さ
れ
る
教
科
書
。
私
た

ち
は
新
学
期
に
な
る
と
無
料
で
配
ら
れ
る
も
の
だ
と

思
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
税
金
の
支
え
が
あ
っ

て
こ
そ
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
。
ま
た
、
学
校
で
使
っ
て

い
る
椅
子
や
机
も
税
金
で
購
入
し
た
も
の
だ
そ
う
だ
。

つ
ま
り
、
国
民
全
員
が
小
学
校
と
中
学
校
の
教
育
を
平

等
に
無
償
で
受
け
ら
れ
る
し
く
み
が
で
き
て
い
る
の
だ
。

こ
れ
は
、
世
界
に
目
を
向
け
て
み
る
と
当
た
り
前
の
こ

と
で
は
な
い
。
内
戦
や
貧
困
に
よ
っ
て
、
学
び
た
く
て

も
学
校
に
行
け
な
い
子
ど
も
た
ち
が
世
界
に
は
大
勢
い

る
。
私
は
、
学
校
に
通
う
こ
と
で
た
く
さ
ん
の
先
生
や

友
達
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
学
校
生
活
の
お
か
げ

で
私
の
人
生
は
豊
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
九
年

間
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
通
っ
て
き
た
学
校
だ
が
、
と

て
も
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
っ
た
の
だ
と
改
め
て
感
じ
た
。

　

次
に
母
が
挙
げ
た
の
は
医
療
で
あ
る
。
松
戸
市
で
は
、

中
学
を
卒
業
す
る
ま
で
は
わ
ず
か
な
自
己
負
担
額
で
医

療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
幸
い
私
は
そ
れ
ほ
ど
頻

繁
に
病
院
に
行
く
こ
と
は
な
い
が
、
母
に
よ
る
と
、
万

が
一
の
時
を
考
え
る
と
と
て
も
心
強
い
も
の
だ
そ
う
だ
。

子
ど
も
が
す
で
に
成
長
し
た
ご
家
庭
や
子
ど
も
の
い
な

い
ご
家
庭
か
ら
も
納
め
ら
れ
る
税
金
で
、
日
本
の
未
来

を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
健
康
は
支
え
ら
れ
て
い
る
。
目

に
見
え
な
い
た
く
さ
ん
の
力
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

　

さ
ら
に
母
は
、
日
本
の
救
急
車
が
い
か
に
す
ば
ら
し
い

か
も
話
し
た
。
無
料
で
電
話
一
本
で
来
て
く
れ
る
救
急
車
。

海
外
で
は
有
料
の
国
も
あ
る
。
私
は
一
歳
の
頃
ハ
ワ
イ
に

住
ん
で
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
ハ
ワ
イ
で
は
救
急
車
を
呼

ぶ
と
か
な
り
高
額
な
費
用
が
か
か
る
と
聞
き
、
母
は
幼
い

兄
と
私
が
救
急
車
の
お
世
話
に
な
ら
な
い
よ
う
に
ヒ
ヤ
ヒ

ヤ
し
た
と
話
し
て
い
た
。
便
利
な
救
急
車
だ
が
、
不
適

切
な
利
用
者
に
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
と
も
聞
く
。
本
当
に

必
要
と
す
る
人
の
元
に
確
実
に
到
着
で
き
る
よ
う
、
み
ん

な
が
利
用
の
仕
方
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
。

　

最
初
は
悪
い
イ
メ
ー
ジ
で
し
か
な
か
っ
た
税
金
。
し

か
し
、
と
て
も
身
近
な
と
こ
ろ
で
私
は
税
に
支
え
ら
れ

て
い
た
。
学
校
に
通
う
道
路
も
税
金
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、

私
が
ご
み
置
き
場
に
出
し
た
ご
み
も
税
金
に
よ
っ
て
回

収
し
て
も
ら
え
る
の
だ
。

　

「
一
人
で
は
生
き
て
い
け
な
い
ん
だ
ね
。
」

　

支
払
う
こ
と
ば
か
り
が
目
に
つ
き
や
す
い
税
金
だ
が
、

実
は
み
ん
な
の
暮
ら
し
を
豊
か
に
す
る
た
め
の
思
い
や

り
か
ら
発
し
た
制
度
な
の
だ
と
思
っ
た
。
親
た
ち
大
人

が
一
生
懸
命
働
い
て
納
め
て
い
る
税
金
。
こ
れ
か
ら
は

そ
の
税
金
に
支
え
ら
れ
て
い
る
自
分
の
生
活
に
感
謝
し
、

学
校
に
通
え
る
あ
り
が
た
み
を
忘
れ
ず
に
い
た
い
。

「
思
い
や
り
の
制
度
」

第
四
中
学
校
３
年

ど
う  

わ
き

ゆ
う   

み

堂
脇　

優
美 

さ
ん

　

九
十
一
・
二
万
世
帯
。
全
体
の
約
七
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
。

こ
れ
は
、
平
成
二
十
四
年
の
ひ
と
り
親
家
庭
の
数
で
あ

る
。
割
合
か
ら
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ク
ラ
ス
の
七
・

六
パ
ー
セ
ン
ト
、
人
数
に
し
て
二
人
か
三
人
は
何
ら
か

の
理
由
で
父
親
、
も
し
く
は
母
親
と
子
供
の
み
で
暮
ら

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
私
も
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
。

　

私
の
家
庭
は
あ
る
時
、
突
然
ひ
と
り
親
家
庭
と
な
り
、

母
は
私
と
妹
を
女
手
一
つ
で
育
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
か
ら
ど
う
や
っ
て
生
活
し
て
い
く
の
か
、
み
ん
な

と
同
じ
よ
う
な
学
校
生
活
を
送
っ
て
い
け
る
の
か
、
と

思
い
、
私
の
胸
は
不
安
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
我
が
家
が
母
子
家
庭
と
な
っ
て
か
ら
三
年
、

私
は
今
ま
で
、
学
校
生
活
で
不
自
由
な
思
い
を
し
た
こ

と
は
一
度
も
な
い
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
毎
日
身
を
粉

に
し
て
働
い
て
く
れ
て
い
る
母
の
お
か
げ
で
あ
る
。
だ

が
、
仕
事
を
始
め
た
ば
か
り
の
母
の
収
入
だ
け
で
全
て

を
賄
う
の
は
さ
す
が
に
不
可
能
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
我
が

家
を
支
え
て
く
れ
て
い
る
の
は
、
「
青
い
封
筒
」
だ
。

　

現
在
、
日
本
に
は
、
子
供
が
い
る
家
庭
へ
の
支
援
制

度
が
様
々
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
ひ
と
り
親
家
庭
に
支

給
さ
れ
る
の
が
「
児
童
扶
養
手
当
」
で
あ
り
、
そ
れ
を

受
け
る
こ
と
で
対
象
と
な
る
の
が
「
就
学
援
助
制
度
」

だ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
私
や
妹
の
学
校
費
の
負
担
が
軽
減
、

ま
た
は
支
給
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
関
す
る

書
類
は
、
青
い
封
筒
に
入
っ
て
、
学
校
か
ら
渡
さ
れ
る
。

私
は
、
こ
の
「
青
い
封
筒
」
の
存
在
に
よ
っ
て
、
毎
日

安
心
し
て
学
校
に
通
う
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

　

し
か
し
、
学
校
費
の
負
担
が
減
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

決
し
て
私
に
か
か
る
費
用
が
消
え
て
し
ま
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
を
、
我
が
家
の
代
わ
り
に
市
や
国
が
負

担
し
て
く
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
私
の
学
校
生
活
に
か

か
る
費
用
は
、
そ
の
大
部
分
が
税
金
に
よ
っ
て
賄
わ
れ

て
い
る
。
も
し
も
こ
の
国
に
、
税
金
の
制
度
が
な
か
っ

た
と
し
た
ら
、
私
は
学
校
に
通
え
ず
、
満
足
に
食
べ
る

こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
と
思
う
。

　

今
、
中
学
生
で
あ
る
私
が
支
払
っ
て
い
る
税
金
は
消

費
税
ぐ
ら
い
だ
。
で
も
、
来
年
に
な
れ
ば
、
私
は
高
校

生
に
な
り
、
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
働
く

と
い
う
こ
と
は
、
必
然
的
に
様
々
な
税
が
か
か
る
。
そ

こ
で
私
は
初
め
て
、
「
青
い
封
筒
」
の
出
資
者
の
一
員
と

な
り
、
一
人
で
も
多
く
の
子
供
が
安
心
し
て
学
校
に
通

う
た
め
の
手
助
け
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る

こ
と
が
、
私
に
と
っ
て
の
恩
返
し
の
方
法
で
あ
り
、
働

く
こ
と
や
税
を
納
め
る
こ
と
の
意
味
に
な
る
と
思
う
。

　

税
金
は
、
直
接
自
分
の
手
元
に
は
届
か
な
く
と
も
必

ず
身
の
周
り
で
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら

大
人
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
私
た
ち
に
は
、
そ
れ
を
支

え
て
い
く
義
務
が
あ
る
。
自
ら
が
納
め
た
税
金
が
、
今

日
も
ど
こ
か
で
誰
か
の
生
活
を
支
え
て
い
る
こ
と
を
知

れ
ば
、
「
税
金
を
納
め
る
義
務
」
は
、
「
誰
か
を
支
え
る

意
味
」
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
と
思
う
。
私
を
支
え
る
「
青

い
封
筒
」
の
よ
う
に
。

「
青
い
封
筒
」

第
六
中
学
校
３
年

あ
お
い

や
ま 
も
と

山
本　

葵 
さ
ん

　

私
は
小
学
校
六
年
生
の
途
中
ま
で
、
北
九
州
市
に
住

ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
引
っ
越
し
て
き
た
時
、
私
は
北

九
州
市
と
松
戸
市
の
違
い
に
驚
い
た
。
そ
の
違
い
は
、

子
供
の
医
療
費
補
助
の
こ
と
だ
。
私
が
松
戸
市
に
来
て

初
め
て
風
邪
で
通
院
し
た
時
に
、
診
察
代
と
薬
代
を
支

払
っ
た
の
だ
が
、
た
っ
た
二
百
円
だ
っ
た
と
い
う
事
だ
。

な
ぜ
私
が
驚
い
た
の
か
と
い
う
と
、
引
っ
越
す
前
は
、

一
回
あ
た
り
二
千
円
近
く
払
っ
て
い
た
か
ら
だ
。

　

そ
こ
で
私
は
、
北
九
州
市
の
子
供
医
療
費
の
助
成
制

度
を
調
べ
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
入
院
に
関
し
て
は
、

中
学
生
終
了
ま
で
医
療
費
は
無
料
だ
が
、
通
院
に
関
し

て
は
、
年
齢
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
れ

は
三
歳
未
満
は
通
院
も
無
料
で
、
三
歳
以
上
小
学
生
就

学
前
は
一
つ
の
医
療
機
関
で
、
一
ケ
月
あ
た
り
五
百
円

ま
で
は
負
担
が
必
要
。
ま
た
、
小
学
生
は
、
千
二
百
円

ま
で
は
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
中
学

生
に
な
る
と
、
助
成
の
対
象
外
で
あ
る
と
い
う
事
が
分

か
っ
た
。
一
方
、
現
在
住
ん
で
い
る
松
戸
市
で
は
、
中

学
校
三
年
生
ま
で
、
通
院
は
一
回
二
百
円
、
入
院
は
一

日
二
百
円
、
調
剤
は
無
料
で
あ
る
事
が
分
か
っ
た
。
こ

の
事
か
ら
、
松
戸
市
は
親
の
負
担
を
減
ら
す
た
め
に
、

特
に
怪
我
や
病
気
に
な
る
事
の
多
い
子
供
の
医
療
費
補

助
に
力
を
入
れ
、
税
金
を
使
っ
て
い
る
事
が
分
か
っ
た
。

た
だ
、
な
ぜ
市
に
よ
っ
て
子
供
の
医
療
費
助
成
の
額
が

違
う
の
だ
ろ
う
か
と
私
は
思
っ
た
。
正
し
い
か
ど
う
か

は
分
か
ら
な
い
が
、
市
に
よ
っ
て
税
金
の
配
分
が
違
う

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
み
た
。
そ
こ
で
、
私

が
調
べ
た
中
で
松
戸
市
に
は
無
く
、
北
九
州
市
に
あ
っ

た
の
は
環
境
未
来
税
と
い
う
も
の
だ
。
こ
れ
は
「
環
境

未
来
都
市
」
の
創
造
に
向
け
、
北
九
州
市
が
取
り
組
ん

で
い
る
廃
棄
物
処
理
の
適
正
化
や
エ
コ
タ
ウ
ン
事
業
な

ど
の
環
境
施
策
を
積
極
的
に
推
進
す
る
た
め
の
持
続
的

で
安
定
的
な
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
法

定
外
目
的
税
と
の
事
だ
っ
た
。
税
金
の
種
類
が
違
う
か

も
し
れ
な
い
が
、
北
九
州
市
で
は
か
つ
て
、
工
業
地
帯

で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
公
害
問
題
に
悩
ま
さ
れ
て
い

て
、
そ
の
対
策
に
多
大
の
税
金
を
投
入
し
、
現
在
も
環

境
を
維
持
す
る
た
め
に
努
力
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
他

の
市
に
比
べ
て
よ
り
多
く
の
税
金
を
使
っ
て
い
る
た
め
、

子
供
へ
の
医
療
費
助
成
の
額
が
減
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
私
は
考
え
た
。

　

こ
の
よ
う
に
調
査
し
て
、
考
え
て
み
た
事
は
、
税
金

の
使
わ
れ
方
は
地
域
に
よ
っ
て
違
い
、
そ
の
違
い
は
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
の
重
視
し
た
い
点
を
考
え
て
税
金
を

使
っ
て
い
る
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
だ
と
思
っ
た
。
今
回

調
べ
た
事
だ
け
で
も
病
気
に
な
っ
た
時
の
補
助
や
、
個

人
で
は
で
き
な
い
環
境
対
策
な
ど
の
生
き
て
い
く
上
で

大
切
な
事
、
未
来
を
守
る
た
め
に
必
要
な
事
に
税
金

が
使
わ
れ
て
い
る
事
が
分
か
っ
た
。
私
は
、
私
達
の
生

活
を
よ
り
良
い
も
の
に
す
る
た
め
に
税
金
を
払
っ
て
い

る
と
い
う
事
を
知
っ
て
、
税
金
の
大
切
さ
、
あ
り
が
た

さ
を
感
じ
る
事
が
出
来
た
。
な
の
で
、
大
人
に
な
っ
た

ら
き
ち
ん
と
税
金
を
納
め
、
社
会
の
役
に
立
ち
た
い
と

思
う
。

松
戸
市
教
育
委
員
会
教
育
長
賞

「
市
そ
れ
ぞ
れ
の
税
金
の
使
い
道
」

第
三
中
学
校
３
年

い
し  

や
ま

さ 　
き

石
山　

紗
妃 

さ
ん

　

夏
休
み
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
あ
る
日
の
こ
と
、
私
は

郵
便
受
け
に
松
戸
市
役
所
か
ら
の
封
書
が
届
い
て
い
る

の
を
見
つ
け
ま
し
た
。
な
ん
と
な
く
気
に
な
っ
て
母
に
中

身
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
母
は
封
を
開
け
、
届
け
ら
れ
た

私
と
妹
の
「
子
ど
も
医
療
費
助
成
受
給
券
」
を
見
せ
て

く
れ
ま
し
た
。

　

私
の
妹
は
小
さ
い
頃
か
ら
難
し
い
病
気
の
た
め
に
通

院
が
欠
か
せ
な
い
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
。
か
か
り
つ
け

の
病
院
で
は
治
療
が
で
き
ず
、
紹
介
さ
れ
た
東
京
の
病

院
ま
で
通
っ
て
い
ま
す
が
、
往
復
に
三
時
間
以
上
か
か
り
、

時
に
は
交
通
費
だ
け
で
診
察
代
を
超
え
て
し
ま
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
ま
た
検
査
も
多
く
、
妹
の
健
康
を
守
る

た
め
に
は
か
な
り
の
お
金
が
家
計
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
と
私
は
感
じ
て
い
ま
し
た
。

　

私
が
病
気
や
怪
我
を
し
た
時
に
は
松
戸
市
内
の
病
院
に

か
か
る
の
で
、
会
計
で
松
戸
市
役
所
か
ら
送
ら
れ
て
き
た

「
子
ど
も
医
療
費
助
成
受
給
券
」
を
提
示
す
れ
ば
医
療
費

の
助
成
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
東
京
の
病
院
に
か

か
っ
た
場
合
に
ま
で
医
療
費
の
助
成
が
受
け
ら
れ
る
と
は

全
く
想
像
も
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
母
に
、「
妹

の
分
の
受
給
券
は
あ
ま
り
使
わ
な
い
よ
ね
。」
と
聞
い
て
初

め
て
、
妹
の
よ
う
な
場
合
で
も
申
請
さ
え
す
れ
ば
、
医
療

費
の
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
知
り
ま
し
た
。

　

私
は
、
妹
が
い
つ
か
健
康
を
取
り
戻
し
、
昔
の
よ
う
に

元
気
に
な
っ
て
く
れ
た
ら
ど
ん
な
に
良
い
だ
ろ
う
と
常
に

思
っ
て
き
ま
し
た
が
、
妹
の
健
康
を
守
る
仕
組
み
が
こ
ん

な
と
こ
ろ
に
も
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
仕
組
み
が
大

変
細
や
か
で
、
必
要
と
し
て
い
る
場
所
に
き
ち
ん
と
届
い

て
い
る
こ
と
を
と
て
も
有
難
く
、
そ
し
て
嬉
し
く
感
じ
ま

し
た
。
そ
れ
で
私
は
良
い
機
会
だ
と
思
い
、
子
ど
も
医
療

費
助
成
制
度
に
つ
い
て
調
べ
て
み
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。

　

子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
は
、
子
ど
も
の
保
健
対
策

を
充
実
さ
せ
、
子
育
て
世
帯
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す

る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
す
。
実
際
に
私
の
家
の

場
合
で
は
、
兄
妹
三
人
の
う
ち
誰
か
一
人
が
感
染
症
な

ど
に
罹
る
と
次
々
に
他
の
兄
妹
に
ま
で
う
つ
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
そ
し
て
、
消
化
や
栄
養
を
考
え
た
食
事
や
ス
ポ
ー

ツ
飲
料
な
ど
を
購
入
す
る
た
め
、
ま
た
家
に
車
が
な
い

の
で
症
状
の
重
い
場
合
は
病
院
ま
で
タ
ク
シ
ー
を
使
う
こ

と
も
あ
り
、
医
療
費
の
ほ
か
に
も
様
々
な
出
費
が
必
要

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
ん
な
時
、
松
戸
市
民
で
あ
れ

ば
中
学
校
三
年
生
ま
で
の
保
護
者
の
自
己
負
担
額
が
通

院
・
入
院
で
一
回
二
〇
〇
円
、
調
剤
に
つ
い
て
は
〇
円

と
な
る
こ
の
子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
が
あ
る
こ
と
は
、

子
育
て
世
帯
の
経
済
面
だ
け
で
な
く
、
精
神
面
で
も
大

変
大
き
な
助
け
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

私
は
今
更
な
が
ら
、
自
分
を
守
っ
て
く
れ
て
い
る
の
は

両
親
だ
け
で
は
な
い
事
を
深
く
感
じ
ま
し
た
。
両
親
以

外
の
多
く
の
大
人
が
、
子
ど
も
医
療
費
助
成
金
の
も
と

と
な
る
税
金
を
納
め
、
自
分
の
子
ど
も
で
も
な
い
私
達

を
も
細
や
か
に
守
っ
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。
私
は
今
は

支
え
ら
れ
る
立
場
だ
け
で
す
が
、
い
つ
か
私
達
が
し
て
も

ら
っ
た
分
は
必
ず
社
会
に
返
せ
る
よ
う
、
社
会
の
役
に

立
て
る
大
人
に
な
れ
る
よ
う
、
毎
日
を
過
ご
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
し
た
。

松
戸
市
副
市
長
賞

「
支
え
合
う
わ
た
し
た
ち
」

金
ケ
作
中
学
校
３
年

ゆ
き   

の

よ
し    

い

吉
井　

雪
乃 

さ
ん

「利他の精神」

神代　美徳さん （小金中学校）

「当たり前を当たり前だと思わないこと」

青木香央梨さん（牧野原中学校）

「“当たり前”という幸せ」

深山　千遥さん（第四中学校）

こう  じろ み   のり

あお   き か    お     り

ふかやま ち    はる

「税金を払うこと」

矢島　彩楽さん（小金南中学校）

「私を助けてくれた税金」

佐藤　雛恋さん（新松戸南中学校）

や   じま さ    ら

さ   とう ひ   れん

「未来の納税者として思うこと。」

田辺　陽菜さん（根木内中学校）

「税金と社会保障費」

川上　朱莉さん（和名ケ谷中学校）

「税金が支える被災地」

菊池野乃香さん（聖徳大学附属女子中学校）

かわ かみ あか  り

きく   ち の    の    か

た   なべ はる   な
「税金の使いみち」

大久保　翼さん（専修大学松戸中学校）

「やっと気付けた、税のありがたみ」

米子　夏海さん（第一中学校）

「私を救ってくれた税」

杉田　晴香さん（第一中学校）

おお  く     ぼ つばさ

よな  ご なつ  み

すぎ　た はる　か

松
戸
市
長
賞

松
戸
市
議
会
議
長
賞

優秀賞

平成
29年度

優秀
作品
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